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豚熱清浄化ロードマップの策定

ワクチンにより発生は減少したものの、豚熱の流行は依然として継続。

殺処分範囲の縮小や清浄化への道筋を示すよう、都道府県や養豚団体から要請。

本年６月30日、清浄化の達成に向けた取組を確実に進めるため、

「フェーズごと」に実施すべき対策を整理した「豚熱清浄化ロードマップ」を策定。

背景

ポイント

○ マーカーワクチンに切り替え、飼養豚での感染がない状況を確保し、

WOAHの「豚熱清浄国ステータス」の回復を目指す。（当面（2050年頃）の目標）

○ これまでの知見を踏まえ、殺処分範囲の見直しが可能か、専門家も含め、検証。

○ 最終的な目標は、

「我が国からの豚熱ウイルスの撲滅」

「全国での飼養豚へのワクチン接種の中止」

○ 基本的に、「地域ごと」、「フェーズごと」に対策を実施。
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豚熱清浄化ロードマップの内容（全体像）

フェーズ名 概要

０期 現在のフェーズ（マーカーワクチンの早期実用化）

Ⅰ期 現行ワクチン接種豚をマーカーワクチン接種豚に置換

Ⅱ期（2035年頃） 感染抗体陽性豚を０にする

Ⅲ期（2045年頃） 清浄国ステータス取得要件に適合させる

Ⅳ期（2050年頃） 清浄国ステータス取得後ステータスを維持する

① 過去12か月間、飼養豚で豚熱の発生がないこと

➁ ワクチン接種豚と感染豚を区別する手法がない場合、過去12か月間、飼養豚へのワクチン

接種が行われていないこと（マーカーワクチン実用化でクリア可能）

③ 過去12か月間、飼養豚でサーベイランスが実施されていること

④ 感染野生いのししが国内に存在する場合、飼養豚と野生いのししの群が適切な措置により

隔離されていること

豚熱清浄国ステータス取得の要件（WOAHコード）
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また、ロードマップは、野生いのしし群

の清浄化に向けた対策については具

体的なアプローチを提示していないが、

今後、野生いのしし豚熱対策検討会

等の専門家の意見を聴きながら、清

浄化までのフェーズやそれぞれのフェー

ズに移行するための要件等を検討す

る方針である。
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WOAHコード
第15.2章 豚熱ウイルス感染症

第15.2.3条
豚熱清浄国もしくはゾーン

飼養豚において、豚熱ウイルス感染の事例がない

獣医当局は、当該国もしくはゾーンにおける野生イノシシのパッ

シブサーベイランスを通じて、分布、生息状況及び疾病発生の

兆候について、現在の状況を把握している。

以下に従い、適切なサーベイランスが実施されている：

a. 歴史的清浄性の証明については、第1.4.6条

b. 歴史的清浄性の証明ができない場合は、第15.2.28条か

ら第15.2.33条（※）

※第15.2.23条が野生イノシシのサーベイランスに関する条項

野生イノシシ群において豚熱がまん延している可能性の評価や

第15.2.23条に従ったサーベイランスに基づき、必要な場合は、

当局が効果的に実施及び監督している適切なバイオセキュリ

ティ措置により、飼養豚と野生いのししの群が隔離されていること。
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WOAHコード
第15.2章 豚熱ウイルス感染症

第15.2.33条
野生イノシシにおける豚熱サーベイランス

１．サーベイランスプログラムの目的は、野生イノシシにおける豚熱ウイルス感

染が存在しないこと、もしくは、存在することが分かっている場合は、分布や感

染率を推定することである。同じ原則が適用されるものの、野生イノシシでは、

次のような追加の課題がある：

a. 野生イノシシ群の分布、サイズ及び移動パターンの決定

b. 群内に豚熱ウイルス感染が存在する可能性に関する推定の妥当性と実

行性

c. 提案されたゾーン内における飼養豚と野生イノシシとの接触の程度を考慮

した、ゾーン設定の実行性の決定

モニタリングシステムの設計の前提条件として、イノシシおよび野生化イノシシの

個体群の地理的分布と推定規模を評価する必要がある。モニタリングシステム

の設計を補助する情報源としては、狩猟協会などの政府及び非政府の野生

生物団体が挙げられる。

2. サーベイランスプログラムを実施するにあたり、野生イノシシの生息域の境界

を明確に定める必要がある。野生イノシシの亜集団は、自然又は人工の障壁

によって互いを分離することができる。
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WOAHコード
第15.2章 豚熱ウイルス感染症

第15.2.33条
野生イノシシにおける豚熱サーベイランス

3. サーベイランスプログラムには、狩猟個体、死亡個体、交通事故で死亡した

個体、そして異常な行動を示した個体や解体時に肉眼的病変を呈した個体

などを対象とした、血清学的およびウイルス学的検査が含まれているべきである。

4. より対象を限定したサーベイランスプログラムによって、更なる確実性が得ら

れる場合があり得る。対象を限定したサーベイランスの対象となる高リスク地域

を定義する基準には、以下のものが含まれる。

a. 過去に豚熱の発生歴がある地域。

b. 野生イノシシの個体数が多い地域。

c. 豚熱ウイルスに感染している国または地域に隣接する地域。

d. 野生イノシシ群と飼養豚群の接点。

e. 放し飼いまたは屋外飼育の豚を飼育する農場がある地域。

f. 残飯給餌を行っている農場。

g. 狩猟活動が活発で、動物の分散や餌付け、さらには不適切な廃棄物処

理が発生する可能性のある地域。

h. 港湾、空港、ゴミ捨て場、ピクニックエリア、キャンプ場など、獣医当局が指

定するその他のリスク地域。
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清浄化を達成した事例（ドイツ）

・2006年、飼養豚における豚熱発生が終息
（一方で、野生イノシシにおいては、2005年以降、ドイツ西部の一部地域で引
き続き発生が確認されていたことから、野生イノシシを対象とした経口ワクチン散
布は継続）

・2009年７月、野生イノシシにおける豚熱陽性個体の最終事例を確認

・2012年３月、経口ワクチン散布を終了

・2012年５月、EUがドイツを豚熱清浄国として認定

（・その後、OIEによる豚熱清浄国の公式認定制度開始を受けて、2016年に
清浄国として正式認定）

清浄化達成の経緯
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【参考】野生イノシシにおける豚熱清浄の定義について

欧州食品安全機関（EFSA）の意見書（Scientific Opinion）
Control and eradication of Classic Swine Fever in wild boar1Scientific opinion of the Panel on 
Animal Health and Welfare(Question No EFSA-Q-2007-200)Adopted on 12 December 2008. 
The EFSA Journal (2009) 932, 1-18 より抜粋

考えられる定義は以下の通りである：
a) ウイルス検出において全検査サンプルが陰性であり、かつ抗体陽性率が特定の検出限界値（例：

5%未満、95%信頼区間）を下回る場合、そのイノシシ群はCSF清浄とみなす。あるいは、抗体が
生涯持続することを考慮し、上記の定義を6～12ヶ月齢の個体群に限定して適用することも可能で
ある。この場合、過去12か月間のウイルス循環は（確立された基準値に基づき）除外される。

b) ウイルス検出が陰性であり、かつウイルス陽性率によって示される疾病の存在が特定の検出限界値
（例：1%未満、95%信頼区間）を下回る場合、そのイノシシ群はCSF清浄とみなす。検体採取
対象は高リスク年齢層に属する個体とするべきである。

c) 経口免疫接種完了後、新規感染または再出現を検出するために血清学的に検査すべき年齢層は、
接種中止の季節および接種完了からの経過期間によって異なる（Kaden et al., 2006a）。経
口免疫終了後2年経過時、生後6ヶ月未満の雄豚には依然として母体由来抗体が残存し得る一
方、12ヶ月（または18ヶ月）超の雄豚にはワクチン由来抗体が残存している可能性が高い。した
がって、6～12ヶ月（または18ヶ月）齢層における抗体陽性率が所定の検出限界値（例：5%未
満、95%信頼区間）を下回っている場合、そのイノシシ群はCSF清浄とみなされる。経口ワクチン接
種終了後の3年目以降は、少なくとも6～24ヶ月の個体はCSFウイルス抗体を保有していない状態
であるべきである。一方、3歳以上の個体はワクチン接種により血清学的に陽性となる可能性が高く、
6ヶ月未満の個体は母体由来抗体を保有している可能性がある。 10



清浄化を達成した事例（台湾）

清浄化達成の経緯
・2005年、飼養豚における豚熱が終息
（飼養豚へのワクチン接種はその後も継続）

・2021年、豚熱清浄化を目指して、全国的な豚熱サーベイランスを開始

・2023年７月、飼養豚へのワクチン接種を中止

・2025年５月、国際獣疫事務局（WOAH）により台湾が正式に「豚熱清浄
地域」として認定

※野生イノシシで豚熱感染が確認されていたという情報はない

清浄化に向けて講じられた対策（野生イノシシ関連）

（１）サーベイランス
強化サーベイランスの一環として、野生イノシシのサーベイランス（組織を用いたRT-PCR）を実施

（２）その他
WOAHによるCSFステータス評価のためのAd hoc Group報告書によれば、
・台湾における野生イノシシの生息域は限定しており、獣医当局が監視を行っているため、飼養豚と
野生イノシシが接触する可能性は非常に低い
（農場への野生イノシシの侵入防止フェンスや壁は設置している）
・経口ワクチン散布を実施していたという記述はない 11



出典：ENDING VACCINATION FOR CLASSIC SWINE FEVER
Cheng-Ta TSAI, Chung-Shun HUNG, Lung-Hsiang CHYI
Animal and Plant Health Inspection Agency, Ministry of Agriculture, Taipei, Taiwan12



清浄化を達成した事例（日本、2007年）

清浄化達成の経緯

・1992年、飼養豚における豚熱が終息

・1996年、豚熱撲滅対策が開始
第１段階：抗体保有状況調査、病性鑑定の実施推進、ワクチン接種徹底
（1996年～）

第２段階：都道府県ごとの清浄性確認と併せたワクチン接種中止
（1998年～）

第３段階：全国的なワクチン接種中止
（2000年～、実際の接種中止は2006年）

・2007年、ワクチン接種中止後１年経過、OIE（現WOAH）に対し、豚熱
清浄化宣言

（・その後、OIEによる豚熱清浄国の公式認定制度開始を受けて、2015年に
清浄国として正式認定）

※2018年以前は、1982年に筑波山麓の野生イノシシ１頭から豚熱ウイルスが分離された事例
が唯一の野生イノシシにおける感染であった。
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清浄化を達成した事例（日本、2007年）

イノシシの分布変動
（明治・大正期と1978年ごろは、 高橋春成『野生
動物と野生化家畜』大明堂（1995）による。2003
年ごろは環境省生物多様性センター資料による）

引用：高橋春成（2009）
フォーラム：人と動物をめぐる地理学・地域研究の現在「拡大するいのしし問題と私の活動」
人文地理第61巻第５号p429-435（https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjhg/61/5/61_427/_pdf/-char/ja）
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野生イノシシにおける豚熱清浄化を目指すに当たり今後検討すべき事項（現時点案）

⚫ゴール（清浄化）の考え方

どのような要件を満たせば野生イノシシにおいて豚熱清浄化を達成した

と言えるのか

⚫ゴールまでのフェーズの考え方

現在から設定したゴールまで、どのようなフェーズを経て達成していくのか

⚫上記の考え方を検討するために必要なデータ

・イノシシの推定生息数や密度

・イノシシの捕獲やワクチン散布といった対策の効果

・サーベイランスデータの解析

・イノシシを含む野生動物の農場への侵入リスクの検証 等
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